
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案要綱
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別
紙

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
厚
生
労
働
省
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

（
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
の
一
部
改
正
関
係
）

第
一

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
の
一
部
改
正

一

共
済
契
約
者
が
中
小
企
業
者
で
な
い
事
業
主
と
な
っ
た
と
き
の
取
扱
い

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
中
小
企
業
者
で
な
い
事
業
主
と
な
っ
た

と
し
て
退
職
金
共
済
契
約
を
解
除
さ
れ
た
共
済
契
約
者
が
、
確
定
拠
出
年
金
法
に
規
定
す
る
企
業
型
年
金
で
あ
っ
て
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
を
備
え
て
い
る
も
の
の
実
施
の
通
知
を
し
、
一
定
の
期
間
内
に
当
該
解
除
さ
れ
た
退
職
金
共
済

契
約
の
被
共
済
者
の
同
意
を
得
て
、
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
引
渡
し
に
関
す
る
申
出
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
出

に
基
づ
き
、
当
該
被
共
済
者
に
係
る
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
範
囲
内
の
金
額
を
、
確
定
拠
出
年
金
法
に
規
定
す
る

資
産
管
理
機
関
に
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

退
職
金
等
の
支
給
に
係
る
情
報
の
提
供

機
構
は
、
退
職
金
等
の
請
求
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
退
職
金
等
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
者
に
対
し
、



退
職
金
等
の
支
給
に
係
る
情
報
の
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

掛
金
納
付
月
数
の
通
算
制
度
の
拡
充

被
共
済
者
の
退
職
前
後
の
退
職
金
共
済
契
約
に
係
る
掛
金
納
付
月
数
を
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
申
出
に
係
る
期
間

１
を
、
現
行
の
被
共
済
者
が
退
職
し
た
後
二
年
以
内
で
あ
る
こ
と
か
ら
三
年
以
内
で
あ
る
こ
と
に
延
長
す
る
こ
と
。

機
構
は
、
特
定
業
種
退
職
金
共
済
制
度
間
又
は
特
定
業
種
退
職
金
共
済
制
度
と
一
般
の
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度

２
と
の
間
を
移
動
し
た
被
共
済
者
が
掛
金
納
付
月
数
の
通
算
を
申
し
出
た
場
合
等
は
、
当
該
被
共
済
者
に
支
給
す
べ
き
退

職
金
に
相
当
す
る
額
の
全
額
を
、
移
動
後
の
制
度
に
係
る
勘
定
へ
繰
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

退
職
金
共
済
事
業
を
廃
止
し
た
団
体
か
ら
の
受
入
金
額
の
受
入
れ
等

退
職
金
共
済
事
業
を
廃
止
し
た
団
体
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
と
退
職
金
共
済
に
関
す
る
契
約
を
締

１
結
し
て
い
た
事
業
主
が
、
従
業
員
を
被
共
済
者
と
し
て
退
職
金
共
済
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
主

が
申
出
を
し
た
と
き
は
、
機
構
は
、
当
該
団
体
と
の
契
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
当
該
事
業
主
が
退
職
金
共
済

に
関
す
る
契
約
に
基
づ
き
当
該
団
体
に
納
付
し
た
掛
金
の
総
額
等
の
範
囲
内
の
金
額
を
受
け
入
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

機
構
が
、
１
の
受
入
れ
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
け
入
れ
た
金
額
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
額
に
つ
い
て
は
、

２



政
令
で
定
め
る
月
数
を
当
該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
に
係
る
掛
金
納
付
月
数
に
通
算
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

五

特
定
業
種
退
職
金
共
済
制
度
に
お
け
る
退
職
金
の
支
給
要
件
の
緩
和

特
定
業
種
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
係
る
特
定
業
種
退
職
金
共
済
制
度
に
お
け
る
退
職
金
の
支
給
要

件
で
あ
る
掛
金
納
付
期
間
を
、
現
行
の
特
定
業
種
掛
金
納
付
月
数
が
二
十
四
月
以
上
で
あ
る
こ
と
か
ら
十
二
月
以
上
で
あ

る
こ
と
に
短
縮
す
る
こ
と
。

六

資
産
運
用
委
員
会
の
設
置
等

１

機
構
に
、
退
職
金
共
済
業
務
に
係
る
業
務
上
の
余
裕
金
の
運
用
に
関
す
る
業
務
の
適
正
な
運
営
を
図
る
た
め
、
資
産

運
用
委
員
会
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

余
裕
金
の
運
用
に
関
す
る
基
本
方
針
の
作
成
又
は
変
更
は
、
資
産
運
用
委
員
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
す
る
と
と
も
に
、
資
産
運
用
委
員
会
の
権
限
及
び
組
織
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

３

資
産
運
用
委
員
は
、
経
済
又
は
金
融
に
関
し
て
高
い
識
見
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か

ら
、
厚
生
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
欠
格
要
件
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

七

業
務
上
の
余
裕
金
の
合
同
運
用
の
実
施



機
構
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
の
中
小
企
業
退
職
金
共
済
業
務
及
び
特
定
業
種
退
職
金
共

済
業
務
に
係
る
業
務
上
の
余
裕
金
を
合
同
し
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

八

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

附
則

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
の
六
及
び
八
の
一
部
に
つ
い
て
は
、

平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

退
職
金
共
済
事
業
を
廃
止
し
た
団
体
か
ら
の
受
入
金
額
の
受
入
れ
等
に
関
す
る
経
過
措
置

退
職
金
共
済
事
業
を
廃
止
し
た
団
体
と
退
職
金
共
済
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
た
事
業
主
が
、
施
行
日
以
後
に
退

職
金
共
済
契
約
を
締
結
し
、
第
一
の
四
の

の
申
出
を
し
た
場
合
に
、
当
該
退
職
金
共
済
に
関
す
る
契
約
に
係
る
掛
金
の

１

月
額
が
五
千
円
未
満
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、
当
該
退
職
金
共
済
契
約
を
締
結
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し
て
三
年
を

経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
間
は
、
掛
金
月
額
は
、
二
千
円
以
上
五
千
円
未
満
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と



す
る
こ
と
。

三

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
ほ
か
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。




